
 

 

「消防同意事務フローチャート」 
 

 

 

 

 

 

消防長又は消防署長に同意依頼のあった 

「確認申請書」等（正・副）及び「建築確認に係る消防同意審査書」に「確認申請書」

等の正本の写しを添付したもの（以下「消防用」という。） 

「消防同意指摘事項通知」 

適合しない場合 

 

申請者に 

「適合するかどうかを決定することができない旨の通知書」 

交付 

指摘事項：有 

消 防 不 同 意 

（消防法第 7条第 2項） 

「建築主事」・「指定確認検査機関」 

「建築主事」・「指定確認検査機関」 

 

 

消  防  同  意 

確認申請書（正・副） 

申請者は、消防にある「確認申請書」（正・副）及び消防用 

「消防同意審査補正追加説明書」へ補正・追加（押印） 

指摘事項：無 

消防へ来庁 

ＦＡＸで通知 

申請者へ 

消
防
に
連
絡 

 

返却 

適合するかどうかを決定することができない場合 

  

返却 

消防用設備等（未設置）及びその他防火に関す

る規定審査に必要な図書が添付されていない

場合 

「確認申請書」（正・副）及び消防用 

※住宅及び長屋に関するものにあっては、「確認申請書」等の正本の写しの添付を省略することができる。 


